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学生納付特例制度とは？

　

総
務
省
よ
り
、
平
成
20
年
平

均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数
（
総

合
指
数
）
の
対
前
年
比
変
動
率

は
1.4
％
と
な
っ
た
旨
発
表
さ
れ

ま
し
た
。

　

一
方
、
名
目
手
取
り
賃
金
変

動
率
（
平
成
17
年
度
か
ら
平
成

19
年
度
の
実
質
賃
金
変
動
率
等

を
基
に
算
出
）
は
0.9
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。
物
価
変
動
率
が
名

目
手
取
り
賃
金
変
動
率
を
上
回

り
、
か
つ
、
名
目
手
取
り
賃
金

変
動
率
が
プ
ラ
ス
と
な
る
場
合

に
は
、
年
金
額
は
名
目
手
取
り

賃
金
変
動
率
で
改
定
す
る
こ
と

が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
上
記
に
よ
り
改
定

さ
れ
た
本
来
の
年
金
額
よ
り
も
、

現
在
支
給
さ
れ
て
い
る
物
価
ス

ラ
イ
ド
特
例
水
準
の
年
金
額
の

ほ
う
が
高
い
た
め
、
平
成
21
年

度
の
年
金
額
は
、
平
成
20
年
度

と
同
額
に
な
り
ま
す
。

について

 

年
金
額
は
、
平
成
16
年
の
年
金

改
正
法
の
経
過
措
置
に
基
づ
き
、

実
際
に
給
付
さ
れ
て
い
る
物
価

ス
ラ
イ
ド
特
例
水
準
（
平
成
12

〜
14
年
度
の
累
積
△
1.7
％
分
の

マ
イ
ナ
ス
ス
ラ
イ
ド
を
特
例
的

に
実
施
せ
ず
、
据
え
置
い
て
い

る
水
準
）
の
額
が
、
改
正
後
の

規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
本
来

の
額
を
上
回
る
場
合
は
、
「
特

例
水
準
」
の
年
金
額
を
支
給
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
間
は
、
特
例
水
準
の
年

金
額
を
維
持
し
、
物
価
と
賃
金

が
と
も
に
上
昇
し
た
場
合
で
も

引
き
上
げ
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
、

こ
れ
に
よ
り
1.7
％
の
特
例
措
置

分
を
解
消
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

　

平
成
21
年
度
に
お
い
て
は
、

特
例
措
置
分
は
0.9
％
解
消
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
累
積
に
つ
い
て
は
0.8
％
と
な

り
ま
す
）

　病気やケガがもと
で障害が残ったとき
に受ける年金

　一家の生計を支えていた加入者が
死亡したときに、残された子のある
妻や子が受ける年金

　

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
所
得
が

無
い
学
生
の
方
が
、
将
来
、
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ

と
や
、
不
慮
の
事
故
等
に
よ
り
障
害

が
残
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
こ
と
等
を
防
止
す
る
た
め
、

ご
本
人
の
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

年
度
毎
に
申
請
が
必
要
で
す
の
で

忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

一
般
の
保
険
料
免
除
（
全
額
免
除
・

一
部
納
付
）
の
場
合
は
、
世
帯
主
の

所
得
も
含
め
て
保
険
料
免
除
の
対
象

と
な
る
か
判
定
し
ま
す
が
、
学
生
納

付
特
例
は
ご
本
人
の
所
得
の
み
で
判

定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

納
付
特
例
期
間
中
に
ケ
ガ
や
病
気

で
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事

態
が
発
生
し
た
場
合
、
障
害
の
状
態

に
応
じ
て
障
害
基
礎
年
金
が
、
遺
族
（
「
子

の
あ
る
妻
」
と
「
子
」
）
の
方
は
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
事
故
が
発

生
す
る
ま
で
の
国
民
年
金
の
加
入
期

間
の
２
／
３
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
、

保
険
料
を
納
付
、
免
除
又
は
猶
予
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
若
し
く
は
事
故
の

直
前
の
１
年
間
に
保
険
料
の
未
納
が

な
い
こ
と
が
必
要
で
す
。

老齢基礎年金

　65歳から生涯に
わたって受けられ
る年金

満額　792,100円

障害基礎年金

１級障害　990,100円
２級障害　792,100円

遺族基礎年金

妻･子（1人）の場合　1,020,000円
（年額）

（年額）

（年額）

平成21年度の

年金額

ご
本
人
の

　

所
得
の
み
で
審
査

障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
を

　

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　障害基礎年金
　遺族基礎年金

「納付」と「学生納付特例」と「未納」はこのように違います。

老
齢
基
礎
年
金

（受給資格期間）

受給資格
　期　間

年金額に
　計　算�

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
されます

×
入りません

×
入りません

×
されません

×
されません

納　　付 未　　納学生納付特例

○障害基礎年金及び遺族基礎年金を受給す
るためには一定の受給要件があります。

○学生納付特例を受けた期間は、将来受け
る年金の受給資格期間に算入されますが、
年金額には反映されません。

○学生納付特例が承認された期間の保険料は、
１０年以内であれば古い期間から順に納
付が可能です。ただし、承認を受けた年
度から起算して、３年度目以降は当時の
保険料に一定の金額が加算されます。

年金に関する問い合わせ先　町民環境課　℡３６６・７１１５　　四日市社会保険事務所　℡３５３・５５１３　
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学
生
納
付
特
例
期
間
の

　

年
金
は
ど
う
な
る
の
？

｢スポーツ安全保険｣は5名以上で構成された
スポーツ・文化・ボランティア等の活動団体が対象です。

もしものとき
に

　　安心を

大　
　

人

高校生以上

加入対象者
死亡 入院

（日額）（日額）
通院 　身体・

財物合算後遺障害

傷害保険金額 賠償責任保険てん補限度額

身体賠償
共　済
見舞金

団体活動全般 Ａ１

ＡＷ

Ａ２

Ｃ

ＡＣ

Ｂ

Ｄ

文化活動,地域活動
団体員の送迎,応援等
スポーツ活動、指導

スポーツ活動

危険度の高い
スポーツ活動

子どものスポーツ
活動の指導限定

団体活動全般
及び個人活動

補償される
団体活動等

加入
区分

年間
掛金

子　ど　も

65歳以上

600円 2,000万円 3,000万円

3,000万円

180万円

対象外

180万円

　750万円

1,500万円

3,000万円

3,150万円2,100万円

2,000万円

2,000万円

1,000万円

100万円 150万円

900万円600万円

500万円

600円

800円

1,150円

1,100円

9,000円

1,600円 4,000円

2,500円

1,800円

1,800円

4,000円 1人1億円

1人1億円

1人1億500万円
1事故5億円

1事故5億500万円

1事故5億円

1事故500万円

1,500円
2,000円
　500円

1,500円

1,500円

1,000円

1,000円

1,000円

5,000円
1,000円

4,000円

子ども・大人

平成21年度　スポーツ安全保険のあらまし平成21年度　スポーツ安全保険のあらまし

※上記のうち例外もあります。
※問い合わせ先　財団法人スポーツ安全協会三重県支部　℡059・372・8100　FAX059・372・3881　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホームページ：http://www.sportsanzen.org

保険料は、前年の所得に応じて決定します。このため、第１期（４月末日納期）と第２期 （６月末日納期）は、前年
度の保険料を基に仮に算定した金額になっています。８月に１年間の金額が決定し、第３期以降の納期で金額を調整
します。（年金からの天引きの場合には、10月以降の納期で調整します）

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

・生活保護世帯の人
・市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている人 基準額×0.50 22,464円

年間保険料額区　　分

22,464円

33,696円

39,312円

44,928円

50,544円

56,160円

67,392円

基準額×0.50

基準額×0.75

基準額×0.875

基準額

基準額×1.125

基準額×1.25

基準額×1.50

・市町村民税非課税世帯で
　課税年金収入額＋合計所得金額が８０万円以下の人
・市町村民税非課税世帯で
　第２段階以外の人
・市町村民税課税世帯、かつ本人が市町村民税非課税の人
・本人の課税年金収入＋合計所得金額が８０万円以下の人
・市町村民税課税世帯、かつ本人が市町村民税非課税の人で
　第４段階以外の人

・本人が市町村民税課税で合計所得金額が125万円未満の人

・本人が市町村民税課税で合計所得金額が125万円以上、
　200万円未満の人

・本人が市町村民税課税で合計所得金額が200万円以上の人

平成21年度～23年度　川越町介護保険料額

　

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保

険
料
は
、
川
越
町
介
護
保
険

事
業
計
画
に
よ
っ
て
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
数
、

利
用
見
込
み
数
、
サ
ー
ビ
ス

水
準
な
ど
を
見
込
ん
で
３
年

ご
と
に
設
定
さ
れ
ま
す
。

　

今
回
策
定
さ
れ
ま
し
た
事

業
計
画
で
は
、
基
準
額
を
月

額
３　

８
０
０
円
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
平
成

21
年
４
月
か
ら
介
護
報
酬
が

改
定
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
う
保

険
料
の
急
激
な
上
昇
を
抑
え

る
た
め
、
国
が
一
部
を
負
担

し
、
被
保
険
者
の
負
担
が
軽

減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
基

準
額
の
月
額
は
３　

７
４
４

円
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
低
所
得
者
の
負
担
を

軽
減
し
、
所
得
状
況
に
応
じ

た
保
険
料
段
階
と
な
る
よ
う
、

保
険
料
段
階
が
６
段
階
か
ら

８
段
階
へ
と
変
わ
り
ま
す
。

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

問い合わせ先　福祉課　℡３６６・７１１６

物
価
ス
ラ
イ
ド

　

特
例
措
置
に
つ
い
て

，

，

※子の人数によって受給額が異なります。
※子の18歳の年度末まで（1級または2級の障害の子　
　は20歳に達するまで）


